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  死亡獣畜（牛、馬、豚、めん羊及び山羊）の埋却、解体、又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。ただし、食用に

供する目的で解体する場合及び知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 
  
 １ 申請書記載事項 

① 死亡獣畜の種類、年齢及び性別 

② 解体（埋却、焼却）の日時及び場所 
③ 解体（埋却、焼却）の措置方法 
④ 死亡獣畜取扱場を利用することができない理由 

 ２ 添付書類 
    獣医師の診断書又は検案書を添付すること。 
 

受 付

機関 
保健福祉事務所 処理 

機関 
保健福祉事務所 交付 

機関 
保健福祉事務所 標準処理期間       ３ 日 目次 

ＮＯ 
 

 標準経由期間       日 
 


